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４．短期借入金の限度額

４.

■中期目標

■中期計画

4. 短期借入金の限度額

年度内における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額は、

２６０，０００百万円とする。

■平成 25 年度計画

4. 短期借入金の限度額

平成２５年度における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額

は、２６０,０００百万円とする。

■年度計画における目標設定の考え方

中期計画における短期借入金の限度額（残高最高額 260,000 百万円）は、各年度の

事業計画及び過去の短期借入金（勘定間融通を含む）の借入実績を勘案して、決定し

たものである。

平成 25 年度計画においては、当該年度の事業予算及び過去の借入実績を勘案し、中

期計画と同額とすることとした。

■当該年度における取組み

各勘定の資金計画に基づき、勘定間融通及び短期借入金を組み合わせた柔軟な短期

資金の調達を行った。

この結果、平成 25 年度における短期借入金（勘定間融通を含む）は、年間を通じ常

に限度額の範囲内で推移した（ピーク時（平成 25年 12 月 19 日）短期借入金 137,400

百万円、勘定間融通 2,400 百万円の合計 139,800 百万円）。


